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令和６年度社会福祉法人指導監査の実施状況 

 

法人名・施設名 社会福祉法人尚徳福祉会 

監 査 の 種 類 社会福祉法人指導監査 

監 査 実 施 日 令和６年１０月２３日～２５日 

実地・書面の別 実地 

監 査 担 当 課 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉監査指導課 

 

総評 

・社会福祉法人会計基準に基づき、適切な会計処理を行うこと。 

 

文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 日野保育園拠点区分事業活動計算書について、当期末

繰越活動増減差額1,026,997円にその他の積立金取崩額

0 円を加算した額に余剰が生じた範囲内で積立てが可能

であるにもかかわらず、余剰の範囲を 973,003 円超えて

積立金 2,000,000 円が積み立てられていた。 

ついては、余剰の範囲を超えて行った積立てを取り崩

すとともに、会計基準に従った適切な会計処理を行うこ

と。 

（会計省令第６条第３項、運用上の取扱い19） 

 

２ 社会福祉法人会計は、その公益性に鑑み予算準拠主

義が求められるところ、予算がないにもかかわらず支

出しているものが散見された。 

ついては、予算の変更がある場合には、必要額を精

査した上で補正予算を調製し、理事会の承認を受ける

こと。 

（例） 

施設名 勘定科目 予算 決算 

日野保

育園 

保育所施設施設・整備

積立資産支出 

0 2,000,000 

（留意事項２（２）） 

 

 


